
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  e-TAX により添付省略した書類の保存 

Ｑ：e-TAXで申告すると、添付書類が省略

できるとか。その書類はどうしたらいいので

すか？ 

 

Ａ：法定申告期限から５年間保存しなけれ

ばなりません。 

【解説】 

e-TAXで申告した場合、一定の書類の添付が

省略できることとなっていますが、昨年の国

税通則法の改正によって、増額更正できる期

間が３年間から５年間に延長されたことに伴

い、平成23年12月２日以後にe-TAXで申告した

ものについては、添付を省略した書類を５年

間保存しておかなければならなくなりました。 

平成23年12月２日より前に申告したものに

係る添付書類の保存は３年間です。 

この期間内は、税務署等から提示又は提出

を求めることができることとなっていますの

で、この期間内に提示又は提出を求められま

したら、その書類を提示又は提出しなければ

なりません。 

提出を省略できる書類には次のようなもの

があります。 

 ・医療費の領収書 

・社会保険料控除の証明書 

・生命保険料控除の証明書 

・地震保険料控除の証明書 

・小規模企業共済等掛金控除の証明書 

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉

徴収票 

・寄附金控除の証明書 

・特定口座年間取引報告書 
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